
児童の携行品にかかわる確認事項について 

 

児童の携行品について、高山小学校では、毎日持ち帰るものは以下のとおりとしています。 

 

 

 

 

 

 

これ以外のものについては原則として学校に置いて帰ります。詳細につきましては、各学

年の 1 学期保護者会でお伝えしています。また、学習内容等や児童が家庭学習で使用した

い場合などには、持ち帰ることとなります。 

 ご不明な点や個別に対応が必要な場合には、担任または学校までお問い合わせください。 

 

三鷹の森学園三鷹市立高山小学校 

校  長  吉村 達之 

〇国語の教科書とノート 

〇算数の教科書とノート 

〇タブレット 

〇各学年で決まっているもの 
 


